
生活関連道路整備工事施行要綱 

 

 （目 的） 

第１条 この要綱は、市内の生活関連道路を整備し、交通の安全及び生活

環境の向上を図ることを目的とする。 

 

 （定 義） 

第２条 この要綱において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該

各号の定めるところによる。 

（１） 公道、道路法（昭和２７年法律第１８０号）に定める道路をい

う。 

（２） 生活関連道路、前号に規定する道路以外の道路で、通学、通勤

等一般の通行の用に供しているものをいう。 

 

（整備工事の対象） 

第３条 この要綱による整備工事は、次の各号に掲げる要件を整えてい

る生活関連道路について行うものとする。ただし、当該道路が会社等

の宿舎・寮若しくは事業所等の用に供するもので、管理者が明確なも

の又は、公団・公社の敷地内道路を除く。 

（１） 公道から公道に通じる道路で、一般の通行の用に供しているこ

と。 

（２） 道路の敷地について、所有権・賃借権その他の権利を有する者

が、当該敷地を一般の通行の用に供していることを承諾している

こと。 

 

（申請等） 

第４条 生活関連道路の整備工事（以下｢工事｣という。）の施行の申請を

しようとする者は、生活関連道路整備工事施行申請書（第１号様式）

に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

（１） 位置図 

（２） 平面図 

（３） 現況写真 

（４） 道路敷地所有者等の承諾書 

（５） 沿線住民の工事同意書 

（６） その他市長が必要と認める書類 

 



２ 市長は、第１項の申請があったときはその内容を審査し、又は必要

に応じ現地調査を行い、工事の施行を適当と認めたちきは、速やかに

工事の施行を決定し、生活関連道路整備工事決定通知書（第２号様式）

により当該申請者に通知しなければならない。 

３ 市長は、前項の決定をする場合において必要があるときは、当該決

定に条件を付すことができる。 

 

（申請の取り下げ） 

第５条 工事の施行の申請をした者は、工事の施行の決定通知を受けた

場合において、工事の施行の決定に付された条件に不服があるとき、

又はその他の理由により工事の施行申請の取り下げをしようとすると

きは、別に定める期日までに市長に届け出なければならない。 

 

２ 前項の規定による工事の施行申請の取り下げがあったときは、当該

申請に係る工事の施行決定は無かったものとみなす。 

 

（申請内容の変更） 

第６条 工事の施行の決定を受けた者（以下「被決定者」という。）が、

工事の施行決定を受けた後において、当該申請の内容を変更しようと

するときは、直ちに生活関連道路整備工事変更承認申請書（第３号様

式）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

 

２ 市長は、前項の申請があったときはその内容を審査し、又は必要に

応じ現地調査を行い、適当と認めたちきは生活関連道路整備工事変更

承認通知書（第４号様式）により、当該申請者に通知しなければなら

ない。 

 

（工事費の一部負担） 

第７条 被決定者は別に定める期日までに、工事に要する費用の１０分

の２に相当する金額を納入しなければならない。 

 

（工事施行決定の取消等） 

第８条 市長は、被決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められ

るときは、工事の施行決定を取り消し、既に工事が施行されていると

きは、当該工事に要した費用の全額又は一部を賠償させることができ

る。 



（１） 偽り、その他不正の手段により工事の施行決定を受けたとき。 

（２） 工事の施行決定に付された条件に違反したとき。 

（３） その他、市長の指示に従わなかったとき。 

 

（維持管理） 

第９条 被決定者は工事施行後の道路について、常に良好な状態を保つ

よう適正に維持管理しなければならない。 

 

（委 任） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。 

 

 

   付 則 

 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成 ２年 ６月 １日から施行する。 

 

（要綱の廃止） 

２ 春日井市生活関連道路整備工事施行要綱（昭和５４年 ７月１０日

制定）は廃止する。 

 


